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第 64回全国労働衛生週間の実施について 

（期間：平成 25年 10月 1日～10月 7日） 

 

平成２５年度の全国労働衛生週間は 

「健康管理 進める 広げる 職場から」 

をスローガンとして１０月１日から１０月７日までの１週間にわたり全国一斉に展開

されます。 

 全国労働衛生週間は，昭和２５年に第１回が実施されて以来，本年で６４回目を迎え

ます。 

 この間，本週間は，国民の労働衛生に関する意識を高揚させ，事業場における自主的

労働衛生管理活動を通じた労働者の健康確保等に大きな役割を果たしてきました。 

 さて，三重県内における業務上疾病による休業４日以上の被災者数をみると，平成２

４年は前年から２４人減少したものの，１５０名もの方が被災されている現状にあり，

労働衛生管理体制の確立，労働衛生教育の徹底，作業環境管理，作業管理，健康管理を

総合的に実施する必要があります。（表１参照） 

また，定期健康診断の結果，何らかの所見を有する労働者の割合は４８．４％（平成

２４年）となっており，依然として，職場の労働者の約半数に健康に影響を与えるリス

クが存在しています。健康診断の実施を徹底し，健康診断結果に基づく保健指導や事後

措置を適切に実施することが重要となっています。（表２参照） 

さらに，全国的には仕事や職場生活に関する強い不安，悩み，ストレスなどのメンタ

ルヘルス上の理由により休業又は退職する労働者が少なからず見られ，精神障害等によ

る労災認定件数も高い水準で推移しています。事業者や管理監督者，産業保健スタッフ

等によるメンタルヘルスケアの積極的な推進により，メンタルヘルスに関する措置を受

けることができる職場とすることが求められています。 

これに加え，昨年，印刷業での胆管がんの発生が全国的に問題となりました。化学物

質による健康障害等を防止するため，化学物質を取り扱うすべての事業場において，安
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全データシート（ＳＤＳ）等で入手した危険有害性等の情報に基づくリスクアセスメン

トやばく露防止対策の実施など，職場における自律的な化学物質管理の徹底が改めて課

題となっています。 

 本週間を契機に，全ての事業場において，労働者の健康確保の重要性を改めて認識い

ただくとともに，安全衛生管理活動の着実な実行を図り，誰もが安心して健康に働くこ

とができる社会を実現していただくようお願いします。 

 なお，三重労働局(局長 畑中啓良）では，各労働災害防止団体等と連携し，１０月２

日（水）午後２時より，三重県文化会館中ホールにおいて，「こころとからだの健康維

持増進大会」を開催し，三重県こころの健康センター所長井上雄一朗氏を講師として招

き，職場のメンタルへルス対策を主眼とした講演を行うこととしています。 

 また，県下の労働基準監督署では各事業場への安全衛生指導時に労働安全衛生法に基

づく健康診断の実施徹底及び定期健康診断の結果に基づく措置（事後措置）の実施確認

並びにメンタルへルス対策の取組の確認を一層強力に進めていくこととしています。 

（表１） 
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